
　近年、世界的に生物多様性保全に対する関心が高まっています。森林は、陸域で最大の生
物種の宝庫であり、生物多様性の保全に大きな役割を果たしています。特に、日本では、主
に人工林における林業生産活動を通じて、生物多様性保全をはじめとする森林の有する多面
的な機能が発揮されてきました。
　このような中、林野庁では令和６年３月に、生物多様性を高めるための林業経営のあり方を
示した「森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針」を策定しました。本特集では、同
指針について紹介します。

「森林の生物多様性を高めるための
林業経営の指針」の策定

特集
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林
野
庁
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
生

物
多
様
性
保
全
の
取
組

1林
野
庁
で
は
、
1
9
9
9
年
か
ら
、

持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
推
進
に
資
す

る
観
点
か
ら
森
林
の
状
態
と
そ
の
変
化

の
動
向
を
把
握
す
る
た
め
に
、「
森
林

生
態
系
多
様
性
基
礎
調
査 
※1

」
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
。

2
0
0
9
年
に
は
、
生
物
多
様
性

条
約
第
10
回
締
約
国
会
議（
C
O
P
10
）

を
念
頭
に
、「
森
林
に
お
け
る
生
物
多

様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
の

推
進
方
策
」
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

同
方
策
で
は
、
生
物
多
様
性
の
保
全
に

向
け
て
、
森
林
生
態
系
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
に
基
づ
き
、
森
林
計
画
策
定
の
プ
ロ

セ
ス
の
一
層
の
透
明
化
を
図
る
と
と
も

に
、
森
林
の
適
切
な
整
備
・
保
全
、
里

山
林
の
持
続
的
な
利
用
に
よ
る
更
新
・

再
生
、「
緑
の
回
廊
」に
よ
る
森
林
生
態

系
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
ま
し
た
。

同
方
策
を
踏
ま
え
て
、
森
林
計
画
制

度
に
基
づ
き
、
市
町
村
が
策
定
す
る

「
市
町
村
森
林
整
備
計
画
」で
、
生
物
多

様
性
保
全
を
含
む
森
林
の
機
能
に
応
じ

て
森
林
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
行
い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
森

林
の
整
備
・
保
全
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

令
和
３
年
に
は
、
森
林
施
業
に
お
け

る
林
地
保
全
や
生
物
多
様
性
保
全
へ
の

配
慮
事
項
が
記
載
さ
れ
た
「
主
伐
時
に

お
け
る
伐
採
・
搬
出
指
針
」
を
策
定
し

て
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
の
計
画
事

項
に
、
同
指
針
に
基
づ
く
伐
採
・
搬
出

を
行
う
こ
と
を
位
置
付
け
ま
し
た
。

指
針
策
定
の
背
景
～
国
際
社
会

に
お
け
る
生
物
多
様
性
に
対
す

る
関
心
の
高
ま
り
～

22
0
2
2
年
12
月
に
は
、
生
物

多
様
性
条
約
第
15
回
締
約
国
会
議

（
C
O
P
15
）
で
、「
昆
明
・
モ
ン
ト
リ

オ
ー
ル
生
物
多
様
性
枠
組
」
が
採
択
さ

れ
、
2
0
3
0
年
ま
で
に
「
自
然
を
回

復
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
に
生
物
多
様
性

の
損
失
を
止
め
反
転
さ
せ
る
た
め
の
緊

急
の
行
動
を
と
る
」と
い
う
目
標（
ネ
イ

チ
ャ
ー
・
ポ
ジ
テ
ィ
ブ（
自
然
再
興
））が

合
意
さ
れ
ま
し
た
。
同
枠
組
み
で
は
、

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
陸
と
海

の
そ
れ
ぞ
れ
少
な
く
と
も
30
％
を
保
護

地
域
及
び
O
E
C
M 

※2

に
よ
り
保
全

す
る「
30 

by 

30
」目
標
な
ど
が
設
定
さ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
2
0
2
3
年
９
月
に
公
表

さ
れ
た
「
自
然
関
連
財
務
情
報
開
示
タ

ス
ク
フ
ォ
ー
ス（
T
N
F
D
）」の
提
言

を
受
け
て
、
民
間
企
業
で
は
、
自
然
資

本
へ
の
依
存
度
等
の
評
価
を
行
い
つ

つ
、
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
発
揮

に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
国
際
社
会
で

は
、
生
物
多
様
性
保
全
に
対
す
る
関
心

が
急
速
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

※1 平成21年度まで、森林資源モニタリング調査として実施
※2 OECM：Other Effective area-based Conservation Measures 保護地域以外で生物多様性保全に資する地域
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「
森
林
の
生
物
多
様
性
を
高
め

る
た
め
の
林
業
経
営
の
指
針
」

の
策
定

3「
生
物
多
様
性
保
全
に
資
す
る
森
林

管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」

の
開
催

（１）
こ
の
よ
う
な
動
き
を
踏
ま
え
て
、

林
野
庁
で
は
、
令
和
５
年
12
月
に
、

委
員
９
名
か
ら
成
る
「
生
物
多
様
性
保

全
に
資
す
る
森
林
管
理
の
あ
り
方
に

関
す
る
検
討
会
」（
委
員
長
：
土
屋
俊

幸
東
京
農
工
大
学
名
誉
教
授
）
を
設
置

し
て
、
森
林
に
お
け
る
生
物
多
様
性

の
保
全
に
資
す
る
森
林
管
理
の
実
践

例
に
つ
い
て
既
存
の
知
見
を
整
理
す

る
と
と
も
に
、
生
物
多
様
性
を
高
め

る
た
め
の
林

業
経
営
の
あ

り
方
に
つ
い

て
検
討
を
行

い
ま
し
た
。

同
検
討
会
で
は
、
３
回
の
会
合
を
開

催
し
て
、
本
年
３
月
に
「
森
林
の
生
物

多
様
性
を
高
め
る
た
め
の
林
業
経
営
の

指
針
」を
策
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
指
針
の
策
定
に
当
た
っ
て

は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
い

ま
し
た
。

1
2
2
件
も

の
意
見
を
頂

き
、
適
宜
反

映
し
ま
し
た
。

本
指
針
で
は
、
森
林
所
有
者
や
森
林

管
理
を
担
う
林
業
事
業
体
等
を
対
象
と

し
て
、
林
業
事
業
体
等
が
生
物
多
様
性

保
全
に
取
り
組
む
意
義
・
目
的
を
整
理

し
た
上
で
、
森
林
の
生
物
多
様
性
を
高

め
る
た
め
の
課
題
と
具
体
的
な
森
林
管

理
手
法
を
提
示
し
ま
し
た
。

林
業
事
業
体
等
が
生
物
多
様
性
保

全
に
取
り
組
む
意
義
・
目
的

（2）
林
業
事
業
体
等
に
よ
る
林
業
生
産
活

動
は
、
そ
れ
自
体
、
生
物
多
様
性
保
全

を
含
む
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の

発
揮
に
貢
献
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、

林
業
事
業
体
が
民
間
企
業
等
と
連
携
し

て
、
生
物
多
様
性
保
全
に
取
り
組
め

ば
、
民
間
企
業
等
か
ら
の
投
資
や
資
金

協
力
に
よ
り
、
林
業
経
営
の
新
た
な
収

益
機
会
と
も
な
り
得
ま
す
。
更
に
、
森

林
管
理
の
集
約
化
に
よ
り
、
一
定
の
面

的
広
が
り
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
生
物

多
様
性
保
全
に
も
貢
献
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

森
林
の
生
物
多
様
性
を
高
め
る
た

め
の
課
題

（3）
森
林
の
生
物
多
様
性
を
高
め
る
に
当

た
っ
て
、
森
林
管
理
の
観
点
か
ら
は
、

一
定
の
面
的
な
ま
と
ま
り
の
確
保
、
森

林
施
業
に
お
け
る
生
物
多
様
性
保
全
へ

の
配
慮
、
森
林
資
源
の
過
少
利
用
、
シ

カ
に
よ
る
食
害
の
拡
大
、
絶
滅
危
惧
種

の
保
護
、
渓
畔
林
の
保
全
な
ど
が
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
社
会
・
経
済
的
な
観
点
か
ら

は
、
森
林
以
外
へ
の
土
地
利
用
へ
の
転

用
、
追
加
費
用
の
負
担
、
林
業
従
事
者

の
減
少
な
ど
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
更
に
、
森
林
の
生
物
多
様
性
を
高

め
る
活
動
に
つ
い
て
、
活
動
目
標
を
設

定
し
た
上
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し

て
評
価
す
る
た
め
の
統
一
的
な
手
法
が

定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
も
課
題
で
す
。

森
林
の
生
物
多
様
性
を
高
め
る
た

め
の
森
林
管
理
手
法

（4）ア　

 

森
林
管
理
に
お
け
る
課
題
へ
の
対
応

森
林
に
お
け
る
生
物
多
様
性
の
保
全

の
た
め
に
は
、
一
定
の
面
的
広
が
り
を

確
保
し
て
、
多
様
な
樹
種
、
林
分
構

造
、
林
齢
、
遷
移
段
階
等
か
ら
構
成
さ

れ
る
森
林
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
配
置
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
実
際
の
施
業
に
当
た
っ

て
は
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
基
づ

い
て
施
業
を
実
施
す
る
の
み
な
ら
ず
、

生物多様性保全に
資する森林管理のあ
り方に関する検討会

森林の生物多様性
を高めるための林業
経営の指針
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長
伐
期
化
、
複
層
林
の
造
成
、
保
護
樹

帯
の
設
定
、
広
葉
樹
の
保
残
、
枯
損
木

の
残
置
な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
が
効
果

的
で
す
。
ま
た
、
病
虫
獣
害
や
、
外
来

種
、
絶
滅
危
惧
種
へ
の
対
応
も
求
め
ら

れ
ま
す
。
更
に
、
放
置
さ
れ
た
広
葉
樹

二
次
林
の
整
備
も
重
要
で
す
。

こ
れ
ら
の
取
組
手
法
に
つ
い
て
は
、

共
通
し
て
取
り
組
む
べ
き
事
項
と
、
状

況
別
に
取
り
組
む
事
項
に
分
け
て
、

「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
」と
し
て
整
理
し

ま
し
た（
表
参
照
）。

イ　
社
会
・
経
済
的
課
題
へ
の
対
応

生
物
多
様
性
保
全
の
た
め
に
は
、
森

林
か
ら
非
森
林
へ
の
転
用
・
開
発
は
回

避
す
べ
き
で
す
。

ま
た
、
生
物
多
様
性
を
高
め
る
活
動

を
実
施
す
る
た
め
の
人
材
や
財
源
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、
企
業
や
市
民
団
体

な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
連
携

を
強
化
す
る
こ
と
が
有
益
で
す
。

ウ　

 

活
動
目
標
の
設
定
と
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
、
評
価

生
物
多
様
性
保
全
の
取
組
に
当
た
っ

て
、
活
動
水
準
の
向
上
を
図
り
、
対
外

的
な
評
価
を
獲
得
し
て
い
く
た
め
に

は
、
①
活
動
目
標
を
設
定
し
た
上
で
、

②
進
捗
状
況
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
③

活
動
を
評
価
す
る
こ
と
で
、
そ
の
見
直

し
に
つ
な
げ
る「
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
」

を
回
す
こ
と
が
重
要
で
す
。

①
活
動
目
標
は
、
地
域
の
特
性
を
踏

ま
え
つ
つ
、
保
全
対
象
や
森
林
に
期
待

さ
れ
る
生
態
系
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
て
、

設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
指
針
で

は
、
具
体
的
な
目
標
例
を
列
挙
し
て
い

ま
す
。

②
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
、
施
業
履
歴

等
を
記
録
す
る
「
活
動
状
況
の
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
」
と
、
森
林
環
境
の
状
態
の
変

化
を
記
録
す
る
「
森
林
環
境
の
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
」
の
両
方
を
実
施
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
継
続
的
に
記

録
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
過
大
な

労
力
や
コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に

は
、
定
期
的
な
巡
視
機
会
の
活
用
、
公

的
デ
ー
タ
の
活
用
、
地
理
的
分
布
を
表

示
す
る
ア
プ
リ
の
活
用
な
ど
が
有
効
と

な
り
ま
す
。

③
活
動
の
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
目

標
の
達
成
が
困
難
な
場
合
に
は
、
原
因

を
分
析
し
て
、
順
応
的
な
見
直
し
（
ア

ダ
プ
テ
ィ
ブ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
を
図

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

活
動
目
標
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
手
法
に

つ
い
て
は
、「
森
林
経
営
計
画
」等
の
計

画
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

事
例
集
「
森
林
の
生
物
多
様
性

を
高
め
る
た
め
の
林
業
経
営
」

4今
回
の
指
針
の
策
定
に
合
わ
せ
て
、

森
林
の
生
物
多
様
性
を
高
め
る
林
業
経

営
に
取
り
組
む
林
業
事
業
体
等
の
優
良

事
例
を
ま
と
め
た
事
例
集
を
作
成
・
公

表
し
ま
し
た
。

本
事
例
集
で
は
、
木
材
生
産
を
通
じ

た
生
物
多
様
性
保
全
の
取
組
や
、
植
生

復
元
に
向
け
た
取
組
、
企
業
と
の
連
携

を
通
じ
た
森
林
経
営
、
地
域
資
源
の
活

用
を
通
じ
た
里
山
林
の
保
全
な
ど
の
分

野
別
に
、
24
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。

（表）森林管理における生物多様性保全の取組手法例（ポジティブリスト）の概要

事項 共通 状況別

面的な管理 ● 様々な林分構造等から
構成される森林配置 ー

施業手法 ● 市町村森林整備計画の
遵守

●渓畔林等の保全
● 保護樹帯への影響の最

小化

●長伐期化、複層林化
●尾根筋保護樹帯の保残
● 広葉樹、保残木、枯損

木、樹洞木の保残（保
持林業）

● 経済合理性が低い箇所
の保残

●最小限の刈り払い
● 遺伝的系統に配慮した

種苗の使用

病虫獣害
ー

● シカ防護柵、単木保護
資材の設置、シカの捕
獲

外来種等 ー ●外来種駆除

絶滅危惧種等 ●絶滅危惧種等の情報収
集

● 絶滅危惧種等の生育・
生息が認められた場合
の専門家への相談

里山林の整備 ー ●里山資源の継続的利用

火入れ ー ● 火入れ計画の策定、延
焼防止

森林の生物多様性
を高めるための林業
経営事例集
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「
生
物
多
様
性
増
進
活
動
促
進

法
」の
成
立

5令
和
６
年
4
月
に
、
国
会
で
、「
地

域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の

た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
６
年
法
律
第
18
号
）」
が
成
立
し

ま
し
た
。
同
法
は
、
企
業
等
に
よ
る
地

域
に
お
け
る
生
物
多
様
性
増
進
の
た
め

の
活
動
を
促
進
す
る
た
め
に
、
環
境
大

臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大

臣
が
、
企
業
等
が
策
定
し
た
生
物
多
様

性
を
維
持
・
回
復
・
創
出
す
る
活
動
計

画
を
認
定
す
る
も
の
で
す
。 

環
境
省
で
は
、
O
E
C
M
の
設
定
に

向
け
た
検
討
を
契
機
に
、
令
和
5
年
度

か
ら
、
民
間
等
の
取
組
に
よ
っ
て
生
物

多
様
性
の
保
全
が
図
ら
れ
て
い
る
地
域

東広島の事例：森林づくりパートナー制度による企業の森の拡充・促進

賀茂地方森林組合の事例：森林資源調査に基づく資源利用と里山再生

を「
自
然
共
生
サ
イ
ト
」と
し
て
認
定
す

る
仕
組
み
を
運
用
し
て
き
ま
し
た
。
新

た
な
法
律
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
自
然
共

生
サ
イ
ト
」
の
取
組
を
法
制
化
し
た
も

の
で
、
生
物
多
様
性
の
維
持
に
加
え
、

回
復
・
創
出
す
る
民
間
等
の
活
動
を
認

定
対
象
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
上

で
、
生
物
多
様
性
が
豊
か
な
場
所
は
、

O
E
C
M
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

令
和
7
年
度
か
ら
の
同
法
の
施
行
に

向
け
て
、
令
和
６
年
度
中
に
、
基
本
方

針
を
策
定
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま

す
。
今
般
、
林
野
庁
で
策
定
し
た
「
森

林
の
生
物
多
様
性
を
高
め
る
た
め
の

林
業
経
営
の
指
針
」
は
、
同
法
に
基
づ

く
、
森
林
に
お
け
る
生
物
多
様
性
増
進

活
動
の
認
定
要
件
と
す
る
こ
と
も
見
据

え
て
作
成
し
ま
し
た
。 

お
わ
り
に

森
林
に
お
け
る
生
物
多
様
性
を
高
め

る
活
動
は
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
・
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
の
実
現
に
向
け
て
、
一
層
重
要
と
な

り
ま
す
。
今
後
、
今
回
策
定
し
た
指
針

に
基
づ
き
、
多
く
の
林
業
事
業
体
等

が
、
林
業
生
産
活
動
を
通
じ
て
、
生
物

多
様
性
保
全
を
高
め
る
活
動
に
取
り
組

む
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

2024.07  VOL.208 林野7




